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重要事項説明書 

（『認知症対応型通所介護』及び『介護予防認知症対応型通所介護』） 

 

この「重要事項説明書」は、当社（事業者）がお客様に説明すべきサービス提供に関する重

要事項をご説明するものです。 

 

 

１．事業者およびサービス提供事業所： 

（１）事業者： 

事業者（法人）の名称 株式会社 ASCare 

法人の住所 静岡県静岡市葵区本通十丁目 8 番地の１ 

法人の種別 営利法人 

代表者氏名 代表取締役 浅井 孝行 

電話番号 054-266-3216（代） 

 

（２）サービス提供（ご利用）事業所： 

事業所の名称 アスケア デイサービスセンター東仙台 

事業所の所在地 宮城県仙台市宮城野区新田三丁目２８番２０号  

管理者名 茂木 紀枝 

電話番号 050-3317-7072 

営業日 祝日を含む月曜日から土曜日 

（12 月 31 日から 1 月 3 日までを除く） 

営業時間 午前 7 時 30 分から午後 5 時 30 分 

サービス提供時間 午前 9 時 20 分から午後 4 時 25 分 

 

（３）サービス提供事業所で実施する指定介護サービスの種類及び通常の事業の実施

地域： 

サービスの種類 
事業所指定内容  利用 

定員 指定年月日 指定番号 

認知症対応型通所介護 平成 18 年 4 月 1 日 

0475200168 
12 

名 
介護予防認知症対応型

通所介護 
平成 18 年 4 月 1 日 

通常の事業の実施地域 

仙台市宮城野区全域・青葉区（宮町・中江・小田原・東照宮）・

若林区（沖野・若林・古城・二軒茶屋）・泉区（南光台東・旭

ヶ丘・松森） 

（上記実施地域以外はご相談ください） 
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（４）サービス提供事業所の職員体制等 

①職員体制： 

職 種 員 数 勤 務 区 分 

管理者 1 名 常勤 

生活相談員 1 名以上 

生活相談員、看護職員又は介護職員

のうち 1 名以上は常勤 

看護職員又は 

介護職員 
1 名以上 

機能訓練指導員 1 名以上 

 

②職種と職務内容： 

職 種 職 務 内 容 

管理者 

職員の管理及び業務の管理を一元的に行います。又、お客様の

「認知症対応型通所介護計画」又は「介護予防認知症対応型通

所介護計画」（以下、「認知症対応型通所介護計画等」と言いま

す）を作成します。 

生活相談員 
お客様及びご家族等の日常生活相談や、他の職種との連携を図

りながら、業務が円滑に遂行できるよう努めます。 

看護職員 

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護（以

下、「認知症対応型通所介護等」と言います）における看護業務

を行います。 

介護職員 認知症対応型通所介護等における介護業務を行います。 

機能訓練指導員 

日常生活の動作やレクリエーション活動を通じて機能減退を防

止する為の機能訓練を行います。 

個別機能訓練の場合は、『個別機能訓練計画』の作成及びその計

画に基づき機能訓練を行います。 

 

２．提供サービスの目的と運営の方針： 

サービスの目的 

このサービスは、介護保険法に規定された要介護状態（介護

予防認知症対応型通所介護にあっては要支援状態）にあるお

客様に対し、同法に則った認知症対応型通所介護等を提供す

るものです。 

サービス運営の方針

（認知症対応型    

通所介護） 

事業者は、要介護状態となった場合においても、認知症であ

るお客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、生活機能の

維持または向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、お客様の社会的孤立感の解消及び心

身の機能の維持並びにお客様のご家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るものとします。 
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サービス運営の方針

（介護予防認知症  

対応型通所介護） 

事業者は、認知症であるお客様が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、お客様の心身

機能の維持回復を図り、もってお客様の生活機能の維持又は

向上を目指すものとします。 

 

３．提供サービスの内容等： 

（１）サービスの提供開始にあたり、「居宅サービス計画」又は「介護予防サービス

計画」（以下、「ケアプラン」と言います）に基づき策定した「認知症対応型通

所介護計画等」を作成し、内容をご確認・ご同意をいただいたうえサービスを

開始いたします。 

 

（２）提供するサービスの内容は次の通りです。 

① 介護保険給付内サービス： 

サービス項目 内   容 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

送迎 ご自宅と施設間の送迎及びその介助等を行います。 

健康チェック 
ご家族からの申し送りに配慮したうえで、血圧、脈拍、体温

等の測定を行い健康状態の確認を行います。 

相談及び支援 お客様及びご家族のご相談に応じます。 

機能訓練 
日常生活の動作やレクリエーション活動を通じて機能減退を

防止する為の機能訓練を行います。 

選
択
サ
ー
ビ
ス 

☑ 入浴介助 お客様の状況に応じて、適切な入浴介助等を提供します。 

□生活機能向上

連携 

外部のリハビリテーション専門職と連携して、共同でアセスメ

ントを行い、『個別機能訓練計画』を作成し、計画の進捗状況を

評価します。 

□個別機能訓練 
『個別機能訓練計画』を作成し、お客様の状況にあった機能

訓練を計画的に行います。 

☑ 若年性認知症

利用者受入 

個別の担当者を定め、その担当者を中心にお客様の状況やニ

ーズを考慮して介護を行います。 

 

② 介護保険給付外サービス（実費負担分）： 

サービス項目 内  容 

食事代 ☑ 昼食 について提供します。 

おむつ代 
お客様のご希望により、指定銘柄のものを事業所で準備・提

供いたします。 

その他日常生活費 

お客様がご希望されるもので、お客様にご負担いただくこと

が適当と認められる用品等について事業所で準備・提供しま

す。 
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（３）サービスご利用時の留意事項： 

下記の事項につき、ご理解ご協力をお願いいたします。 

介護保険被保険者証

介護保険負担割合証

の確認 

①サービスの提供開始にあたり確認させていただきますの

で、事業所職員にご提示下さい。 

②要介護状態区分等の更新や変更の申請を行う場合、もしく

は行っている場合は事業者にご連絡下さい。 

③「住所」、「要介護状態区分等」もしくは「認定の有効期

間」又は「負担割合」等記載内容の変更があった場合は事

業所職員にご提示ください。 

外出 サービスご利用時の外出は、ご遠慮ください。 

所持品の管理 

お客様の所持品には必ず名前を記入し、原則としてお客様に

て管理をお願いします。又、管理が難しい場合は、その旨を

事業所にお知らせください。 

施設への貴重品の持

ち込み 

貴重品の施設内への持ち込みは禁止させていただきます。万

一、貴重品を施設に持ち込み紛失されましても、事業所では

責任を負いかねます。又、携帯電話、飲食物の持ち込みにつ

いては事前にご相談ください。 

喫煙 

喫煙される方は、所定の場所にてお願いします。遵守いただ

けない場合は、施設のご利用を見合わせていただく場合がご

ざいます。 

共用設備の使用 

多くのお客様が使用されるものですので、大切にご利用下さ

い。不注意な使用により破損が生じた場合には、修繕費用を

弁償いただくことがあります。 

宗教・政治活動 

施設内での宗教・政治活動は禁止させていただきます。遵守

いただけない場合は、施設のご利用を見合わせていただく場

合がございます。 

感染性疾患 

お客様が、他のお客様に感染のおそれがある疾患に罹患した

場合、又はその可能性がある場合には、速やかにその旨をお

知らせ下さい。ご利用を見合わせていただく場合がございま

す。 

 

４．虐待の防止について 

 事業者は、お客様の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

 （１）虐待防止に関する担当者を配置いたします。 

 

 （２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について全

ての職員に周知いたします。 
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 （３）虐待防止のための指針を整備いたします。 

 

 （４）全ての職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施いたします。 

 

 （５）サービス提供中に、事業所職員又は養護者（現に養護しているご家族等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通

報します。 

 

５．ご利用料： 

当社提供サービスに対するご利用料は、「ケアプラン」に基づき策定した「認知症対応

型通所介護計画等」により提供したサービスの利用実績によります。 

（１）ご利用料は以下の通りです。 

① 介護保険給付内サービス： 

介護保険給付内サービスのご利用にあたっては、介護保険対象費用の総額か

ら保険請求額を差し引いたご利用料を、お客様の自己負担分として申し受け

ます。（保険請求額は、事業所より国民健康保険団体連合会に請求して支払

いを受けます。） 

ご利用負担分については別紙料金表をご覧ください。 

又、介護保険給付内サービスであっても、一旦全額をお支払い頂く場合があ

ります。（法定代理受領以外でのサービス提供）その場合は、サービスを提

供した証明書を交付します。 

尚、給付制限・減免等に関しては介護保険法に準じた対応をいたします。 

 

② 介護保険給付外サービス（実費負担分）： 

在宅サービスでは、支給限度額（保険給付の対象となる費用の上限総額）が

設定されていますが、この限度総額を超える部分のサービス費用については

全額お客様負担となります。 

この超えた分のうち、「ケアプラン」に位置づけられている介護保険適用サ

ービスは非課税、その他（別途「個人契約」となります）は課税となりま

す。 

支給限度額を超えてのサービスをご希望される場合は、介護支援専門員等に

事前にご相談ください。 

食事代・おむつ代・その他日常生活費については実費ご請求いたします。 

 

（２）お客様がご負担するご利用料（自己負担分及び実費負担分）のお支払い方法に

ついては、毎月の請求金額をご指定いただいた金融機関の口座から引き落とし

をさせていただきます。 
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（３）お客様がサービスのご利用を中止（キャンセル）する場合には、事前に必ずご

連絡下さい。 

但し、ご利用当日の中止（キャンセル）連絡の場合は、￥ 800 のキャンセ

ル料を申し受けます。 

 

６．「ケアプラン」の変更（サービスご利用の中止、変更及び追加）： 

お客様が、「ケアプラン」及び「認知症対応型通所介護計画等」に定めたサービスの

ご利用を中止、変更もしくは追加をご希望される場合は、必ず事前に介護支援専門員

等へのご連絡・ご相談をお願いします。変更・追加の内容によっては、介護保険の対

象とならない場合があります。 

 

７．サービス提供の記録： 

（１）事業者は、お客様に対するサービス提供記録について、事業者が定める『個人

情報保護方針』を踏まえ、「仙台市条例」保存期間に則り、適切に保管・保存い

たします。 

 

（２）事業者は、お客様からサービス提供記録の開示請求があった場合、所定の手続

きを経た後、お客様に対し上記サービス提供記録等を開示いたします。 

 

８．個人情報の提供と保護： 

（１）事業者が知り得たお客様及びご家族の個人情報については、「個人情報使用同意

書」に規定されているとおり、事業者の介護サービスの提供及び緊急時又は災害

時等以外での目的では原則使用せず、又法令等で定められている場合等を除きお

客様及びご家族の許可・同意なく、契約期間中及び契約終了後も外部・第三者に

提供・漏洩することはいたしません。 

 

（２）事業者は、『個人情報保護管理規程』に基づき、個人情報管理責任者を任命し、

個人情報の適切な使用と保護について取組みを行っています。 

 

（３）個人情報管理責任者及び相談・苦情対応窓口は、「1４．相談・苦情対応の窓口」

に記載のとおりです。 

 

９．身分証の携帯と職員研修： 

（１）身分証の携帯義務： 

事業者の職員は、常に身分証を携帯し、初回時及びその後お客様等から提示を求

められた時は、必ずこれを提示いたします。 
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（２）職員研修： 

事業者は、法令遵守及びサービスの質の向上を図るため、年間研修計画に従い全

ての職員に対し研修（内部研修及び外部研修）を実施いたします。 

 

１０．身体拘束について： 

（１）事業者は、お客様に対する身体拘束その他行動を制限する行為を原則として行い

ません。 

但し、お客様又は他のお客様の生命・身体を保護するために緊急やむを得ずお客

様の身体を拘束することがあります。 

 

（２）（１）にある「緊急やむを得ない」事態が生じた場合には、速やかにご家族等へご

報告のうえ、書面にてこれを記録し、適切に保管・保存します。 

お客様からの開示のご希望に対しては、所定の手続きを経て開示いたします。 

 

（３）事業者は、身体拘束等の排除のための取組みに関する研修を実施いたします。 

 

１１．緊急事態発生時の対応： 

（１）事業者は、サービス提供中に緊急事態が生じた場合は、主治医に速やかに連絡す

る等必要な措置を講じます。 

なお、救急搬送を必要とする場合、救急隊への申し送り後は、事業者は原則同行

できませんのでご承知おきください。 

又、必要により関連行政機関（１４．参照）とも連絡をとります。 

 

（２）事業者は、お客様の経過状況について書面をもって記録し、関係機関からの報告

要請を受けた場合には、その記録を速やかに提出いたします。 

 

１２．事故発生時の対応： 

事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、お客様のご家族、お

客様に関わる居宅介護支援事業所（介護予防サービスにあっては介護予防支援事業

所）に速やかに連絡するとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他

必要な措置を講じます。 

又、事業者は、賠償責任保険に加入しており、賠償すべき事故については、この保

険を使用する等の措置により、その損害に対し速やかに賠償を行うものとします。 

 

１３．非常災害対策： 

（１）事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、災害対策に関する担当者を置き

非常災害対策に関する取り組みを行います。 

 

 



重要事項説明書_認知 DS-介護保険_東仙台認知 DS_6_20260401_202603201106.pdf 

8 

 

（２）事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難

訓練を行います。 

 

（３）事業者は、非常災害等の発生した場合にそのサービス提供が継続できるよう、他

の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。 

 

１４．相談・苦情対応の窓口： 

（１）事業者は、お客様及びご家族からのサービス提供に関する苦情に迅速かつ適切に対

応するために、窓口の設置及び次の必要な措置を講じます。 

① 苦情があった場合には、直ちに管理者がお客様又はご家族に連絡を取り、直接

訪問するなどして、詳しい事情を聞くとともに、当該サービス実施の担当職員

からも事情を確認します。 

 

② 苦情処理については、検討結果等に基づき、できるかぎり速やかにお客様又は

ご家族に対する対応を行います。 

 

③ 苦情の内容、処理結果について記録した上、台帳に保管し、再発防止に役立て

ます。 

 

④ 苦情の内容によっては、行政窓口等を紹介いたします。 

 

（２）事業者の相談・苦情対応の窓口は次の通りです。 

① 事業者およびサービス提供事業所 

名称 担当者 電話番号 

サービス提供事業所 上田 美智子 050-3317-7072 

管轄事業本部 施設介護サービス部管理部 050-3317-1595 

本社 安全管理部 054-266-3216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明書_認知 DS-介護保険_東仙台認知 DS_6_20260401_202603201106.pdf 

9 

 

② 関連行政機関 

名称 電話番号 

宮城県国民健康保険団体連合会 022-222-7700 

宮城野区介護保険課 022-291-2111（代表） 

青葉区介護保険課 022-225-7211（代表） 

若林区介護保険課 022-282-1111（代表） 

泉区介護保険課 022-372-3111（代表） 

仙台市保険高齢部介護事業支援課 

居宅サービス指導係 
022-214-8192 

  

  

 

１５．事業者の情報開示： 

事業者は、その理念やサービスの方針についてホームページを通じて公開してい

ます。 

又、お客様及びご家族等のご希望があれば、事業計画もしくは財務管理等の情報を

開示いたします。 

    ホームページアドレス  http://www.as-care.co.jp 

 

１６．暴力団排除： 

（１）事業所を運営する法人の役員及び管理者その他の職員は、暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。）ではありません。 

 

（２）事業所は、その事業の運営について、暴力団員の支配を受けてはおりません。 

 

 １７．第三者評価の実施状況 

   事業者の第三者評価の実施状況は次の通りです。 

実施の有無 なし 

 実施した直近の年月日 - 

 実施した評価機関の名称 - 

評価結果の開示状況 - 
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※　費用額（１０割分）の計算方法

　　単位数×１単位の単価(＊１)＝費用額（１円未満切り捨て）

　　 ＊１　地域区分別の１単位の単価は、事業所所在地やサービスの種類で異なります。

※　利用者負担算額の計算方法

　　費用額－（費用額×０．９(１円未満切り捨て)）＝利用者負担額１割

　　費用額－（費用額×０．８(１円未満切り捨て)）＝利用者負担額２割

　　費用額－（費用額×０．７(１円未満切り捨て)）＝利用者負担額３割

１割 ２割 ３割

861 8,894円 890円 1,779円 2,669円

961 9,927円 993円 1,986円 2,979円

994 10,268円 1,027円 2,054円 3,081円

1,102 11,383円 1,139円 2,277円 3,415円

1,210 12,499円 1,250円 2,500円 3,750円

1,319 13,625円 1,363円 2,725円 4,088円

1,427 14,740円 1,474円 2,948円 4,422円
※　感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合　＋3/100

１割 ２割 ３割

＋40 413円 42円 83円 124円

＋55 568円 57円 114円 171円

＋30 309円 31円 62円 93円

＋60 619円 62円 124円 186円

＋20 206円 21円 42円 62円

＋5 51円 6円 11円 16円

＋40 413円 42円 83円 124円

－47 -485円 -49円 -97円 -146円

＋22 227円 23円 46円 69円

＊２　介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上、キャリアアップや職場環境の改善の取組みを

　　　行う事業所に認められる加算です。

【介護保険給付対象外サービスの利用料】

1食 800円

別途実費

※　上記の料金は１回あたりの単位数を円に換算し表示したものです。小数点以下は切り捨てとなるので、１ヶ月

　　の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が生じます。

※　市区町村の負担軽減や利用者負担金額の制限によっては、負担する金額が変わることがありますので、ご了承

　　ください。　

※　区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が10割負担となります。

※　利用者負担割合については、市区町村から交付される介護保険負担割合証をご確認ください。

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算(Ⅰ)

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算(Ⅱ)

科学的介護推進体制加算

若年性認知症利用者受入加算

片道につき事業所が送迎を行わない場合

1日につき

1日につき

入浴介助加算(Ⅰ)

利用者負担額
単位数 費用額

1月につきADL維持等加算(Ⅰ)

その他加算・減算

1日につき

１月につき

１回につき（６月に
１回を限度）

入浴介助加算(Ⅱ)

その他日常生活費

６級地

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき

1日につき

7時間以上8時間未満

要介護3

要介護4

1日につき

1日につき

施設基準

（介護予防）認知症対応型通所介護
別紙料金表

地域区分

要介護1

要介護2

要介護5

昼食代

その他加算(＊２)

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）
※基本サービス費＋各種加算・減算の単位数

要件 処遇改善加算等の位数 費用額

介護職員等
処遇改善加算(Ⅰ)

月額賃金改善要件、

キャリアパス要件のすべて

及び職場環境等要件を満たす事業所

介護報酬単位数×18.1％
※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×

1単位の単価

1単位の単価

10.33円

1日につき

1日につき

1日につき

1日につき

利用者負担額
費用額単位数

（介護予防）認知症対応型
通所介護費(ⅰ)

要支援1

要支援2


